
教員特殊業務手当の支給に関する規程の一部を

改正する訓令の制定について



   教員特殊業務手当の支給に関する規程の一部を改正する訓令 

教員特殊業務手当の支給に関する規程（平成２０年川崎市教育委員会訓令第

４号）の一部を次のように改正する。 

第３条第５号ア中「受ける者」の次に「（教育公務員特例法（昭和２４年法

律第１号）第２２条第３項に規定する長期にわたる研修（以下「長期研修」と

いう。）として川崎市立川崎高等学校附属中学校に派遣されている者を除く。

）及び長期研修として川崎市立川崎高等学校に派遣されている者」を加え、同

号イ中「除く。）」の次に「並びに長期研修として川崎市立川崎高等学校附属

中学校に派遣されている者」を加える。 

   附 則 

 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の訓令の規定は、平成３１年４月

１日から適用する。 
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制 定 理 由 

教育公務員特例法第２２条第３項に規定する長期にわたる研修として川崎市

立川崎高等学校に派遣されている者に教員特殊業務手当（４）を支給できるこ

と等とするため、この訓令を制定するものである。 
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教員特殊業務手当の支給に関する規程の一部を改正する訓令新旧対照表

改   正   案 現       行 

○教員特殊業務手当の支給に関する規程 

平成20年３月31日教委訓令第４号

 （第１条～第２条 略） 

（支給額） 

第３条 規則別表教員特殊業務手当（１）から（５）までの各項額の欄に規定

する当該業務の種類又は当該業務の心身に与える負担の程度に応じ教育委員

会が定める額は、次に掲げる額とする。 

（１）規則別表教員特殊業務手当（１）の項支給を受ける者の欄アの業務 

ア 業務に従事した時間が６時間以上であるとき。 7,500円 

イ 業務に従事した時間が６時間未満であるとき。 1,100円 

（２）規則別表教員特殊業務手当（１）の項支給を受ける者の欄イ及びウの業

務 

ア 業務に従事した時間が６時間以上であるとき。 7,000円 

イ 業務に従事した時間が６時間未満であるとき。 900円 

（３）規則別表教員特殊業務手当（２）の項に掲げる業務 

ア 宿泊を伴うとき。 4,800円 

イ 宿泊を伴わないとき。 1,100円 

（４）規則別表教員特殊業務手当（３）の項に掲げる業務 4,800円 

（５）規則別表教員特殊業務手当（４）の項に掲げる業務 

ア 高等学校教育職給料表の適用を受ける者（教育公務員特例法（昭和２

４年法律第１号）第２２条第３項に規定する長期にわたる研修（以下「

長期研修」という。）として川崎市立川崎高等学校附属中学校に派遣さ

れている者を除く。）及び長期研修として川崎市立川崎高等学校に派遣

されている者

（ア）週休日又は条例第10条第１項に規定する休日等において業務に従事

した時間が３時間以上であるとき。 2,700円 

（イ）業務に従事した時間が３時間以上であるとき（（ア）に掲げるとき

○教員特殊業務手当の支給に関する規程 

平成20年３月31日教委訓令第４号

（第１条～第２条 略） 

（支給額） 

第３条 規則別表教員特殊業務手当（１）から（５）までの各項額の欄に規定

する当該業務の種類又は当該業務の心身に与える負担の程度に応じ教育委員

会が定める額は、次に掲げる額とする。 

（１）規則別表教員特殊業務手当（１）の項支給を受ける者の欄アの業務 

ア 業務に従事した時間が６時間以上であるとき。 7,500円 

イ 業務に従事した時間が６時間未満であるとき。 1,100円 

（２）規則別表教員特殊業務手当（１）の項支給を受ける者の欄イ及びウの業

務 

ア 業務に従事した時間が６時間以上であるとき。 7,000円 

イ 業務に従事した時間が６時間未満であるとき。 900円 

（３）規則別表教員特殊業務手当（２）の項に掲げる業務 

ア 宿泊を伴うとき。 4,800円 

イ 宿泊を伴わないとき。 1,100円 

（４）規則別表教員特殊業務手当（３）の項に掲げる業務 4,800円 

（５）規則別表教員特殊業務手当（４）の項に掲げる業務 

ア 高等学校教育職給料表の適用を受ける者              

（ア）週休日又は条例第10条第１項に規定する休日等において業務に従事

した時間が３時間以上であるとき。 2,700円 

（イ）業務に従事した時間が３時間以上であるとき（（ア）に掲げるとき
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教員特殊業務手当の支給に関する規程の一部を改正する訓令新旧対照表

改   正   案 現       行 

を除く。）。 1,350円 

（ウ）業務に従事した時間が２時間以上３時間未満であるとき。 700円 

イ 義務教育諸学校教育職給料表の適用を受ける者のうち小学校及び中学

校に勤務するもの（特別支援学級を担当するものを除く。）並びに長期

研修として川崎市立川崎高等学校附属中学校に派遣されている者

（ア）週休日又は条例第10条第１項に規定する休日等において業務に従事

した時間が３時間以上であるとき。 2,700円 

（イ）業務に従事した時間が３時間以上であるとき（（ア）に掲げるとき

を除く。）。 1,350円 

（ウ）業務に従事した時間が１時間以上３時間未満であるとき。 350円 

ウ 義務教育諸学校教育職給料表の適用を受ける者のうち特別支援学校に

勤務するもの並びに小学校及び中学校の特別支援学級を担当するもの 

（ア）週休日又は条例第10条第１項に規定する休日等において業務に従

事した時間が３時間以上であるとき。 2,700円 

（イ）週休日又は条例第10条第１項に規定する休日等において業務に従事

した時間が２時間以上３時間未満であるとき。 1,350円 

（ウ）業務に従事した時間が２時間以上であるとき（（ア）及び（イ）に

掲げるときを除く。）。 1,350円 

（エ）業務に従事した時間が１時間以上２時間未満であるとき。 700円 

（６）規則別表教員特殊業務手当(５)の項に掲げる業務 1,000円 

 （以下 略） 

を除く。）。 1,350円 

（ウ）業務に従事した時間が２時間以上３時間未満であるとき。 700円 

イ 義務教育諸学校教育職給料表の適用を受ける者のうち小学校及び中学 

校に勤務するもの（特別支援学級を担当するものを除く。）

（ア）週休日又は条例第10条第１項に規定する休日等において業務に従事

した時間が３時間以上であるとき。 2,700円 

（イ）業務に従事した時間が３時間以上であるとき（（ア）に掲げるとき

を除く。）。 1,350円 

（ウ）業務に従事した時間が１時間以上３時間未満であるとき。 350円 

ウ 義務教育諸学校教育職給料表の適用を受ける者のうち特別支援学校に

勤務するもの並びに小学校及び中学校の特別支援学級を担当するもの 

（ア）週休日又は条例第10条第１項に規定する休日等において業務に従

事した時間が３時間以上であるとき。 2,700円 

（イ）週休日又は条例第10条第１項に規定する休日等において業務に従事

した時間が２時間以上３時間未満であるとき。 1,350円 

（ウ）業務に従事した時間が２時間以上であるとき（（ア）及び（イ）に

掲げるときを除く。）。 1,350円 

（エ）業務に従事した時間が１時間以上２時間未満であるとき。 700円 

（６）規則別表教員特殊業務手当(５)の項に掲げる業務 1,000円 

 （以下 略） 
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